
草加柿木産業団地(草加柿木フーズサイト)

～ 敷地内の緑化をお願いします ～

表紙画像：草加柿木産業団地
完成予想鳥瞰図

草加柿木産業団地地区_地区計画内

緑化制度の概要

草加柿木産業団地周辺の田園環境等の自然との調和のとれた

緑に囲まれた良好な環境を有する産業団地の形成を図るため、

平成３１年３月から当該地区の緑化率を定める

「草加市地区計画区域内における建築物の

緑化率の最低限度に関する条例」を施行しています。



草加柿木産業団地地区地区計画区域の
地区整備計画が定められた区域

敷地面積が３，０００㎡以上の建築物の新築や増築を
行う場合

区域

敷地面積等

※ただし、増築後の床面積の合計が従前の１．２倍を超えない規模の増築は、
本緑化率が適用されませんが、緑化率の適用除外であることの確認のための
申請（第３号様式）が必要です。

建築敷地の２５％の緑化施設を設けてください。

緑化率

草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例

※平成３１年３月から施行しております。
本パンフレットでは、以下「緑化率条例」と略して記載します。
また、条例施行規則もありますので、そちらも併せてご覧ください。

⇒この区域が対象です。



建築計画・事前相談

緑化率適合証明書又は、緑化率の
適用除外に関する確認申請書の提出

開発許可・建築確認

開発・建築工事

工事の完了

緑化施設工事完了届の提出

完了

：緑化率条例の手続

工事完了検査

２

提 出 書 類

● 適 合 証 明：第１号様式
● 適用除外確認：第３号様式

【提出部数】※各様式共通

２部（正副各1部）

【添付書類】※各様式共通

案内図、配置図、
建物図面（平面図、立面図）、
緑化施設の面積算定根拠図、

※増築の場合

増築前の配置図、建物図面

提 出 書 類

●第10号様式

【提出部数】
１部

【添付書類】
案内図、配置図、
建物図面（平面図、立面図）、
緑化施設の面積算定根拠図、
整備後の写真（２方向以上）、
開発完了届の写し

１
手続は地区計画の手続と同時に行ってください。

の申請時期について

の検査予約について

開発工事の完了検査の中で、緑化率条例の検査も行います。

したがいまして、開発工事の検査を開発指導課に予約してい
ただければ結構です。

１

３

留
意
事
項
な
ど

１
計画が変更となった場合は、再度申請が必要です。

ただし、軽微な変更（算定面積が変わらない樹木の変更等）
の場合は不要です。

の変更時の取扱いについて

３



建築物の緑化率（２５％）の算定の基礎となる緑化施設の面積は、

都市緑地法施行規則第９条に基づき算出してください。

基本事項

緑化施設の区分は次のとおりです。

① 樹木

② シバ、その他の地被植物

③ 花壇、その他これに類するもの

④ 壁面緑化

⑤ 水流、池、その他これらに類するもの

⑥ 上記の緑化施設に附属して設けられる園路、土留、その他の施設

※上記区分の緑化施設（④壁面緑化を除く。）を建築物その他の工作物に設けた場合（屋上緑化等）も
緑化施設として算出することができます。

緑化施設の区分

〇 既存の緑化施設

敷地内で保全される既存の緑化施設の面積も計算の対象と

することができます。

〇 工場立地法により義務づけされている緑地の面積を含むこ

とができます。

なお、工場立地法に基づく緑地面積と、都市緑地法施行規則

に基づく緑化施設面積の算出方法には、違いがあります

ので 注意してください。

【主な相違点】
① 工場立地法の緑地は、樹木又は芝その他の地被植物で表面が

覆われている部分です。
② 工場立地法には、屋上緑地、壁面緑地、駐車場緑地の面積の

上限があります。
・詳しくは、草加市産業振興課にお問い合わせください。
・工場立地法の関連HP

https://www.city.soka.saitama.jp/li/050/020/010/020/index.html

その他留意事項



緑化施設区分ごとの面積計算方法の概要は次のとおりです。

各緑化施設区分の面積計算方法

次の３通りの算出方法のうち、いずれかの方法で算出してください。
⑴ 「植栽時樹冠」の水平投影面積の合計 注）樹冠重複不可

⑵ 「みなし樹冠」の水平投影面積の合計 注）樹冠重複不可

樹高に応じて、下表に示す半径の円形樹冠を持つものとみなし、
面積を算出できます。

⑶ 条件（※１）を満たす植栽基盤（※２）の水平投影面積の合計
（※１） 下記に示す密度以上で植栽されており、かつ、適切な配置で植栽され

ている場合に適用できます。

（※２） 樹木が生育するための「土壌その他の資材」をいいます。

樹木１

みなし樹冠の半径植栽時の樹高

１．１ｍ１ｍ以上２．５ｍ未満

１．６ｍ２．５ｍ以上４ｍ未満

２．１ｍ４ｍ以上

注）樹高が１ｍ以上のものに限ります。

○挿絵は「緑化地域制度導入の手引き（平成30年4月）」から引用

＜＜条件となる植栽密度＞＞

Ａ ≦ １８Ｔ1+１０Ｔ2+４Ｔ3+Ｔ4

Ａ ： 当該部分の水平投影面積（単位 ㎡）

Ｔ1 ： 高さ４ｍ以上の樹木の本数

Ｔ2 ： 高さ２．５ｍ以上４ｍ未満の樹木の本数

Ｔ3 ： 高さが１ｍ以上２．５ｍ未満の樹木の本数

Ｔ4 ： 高さが１ｍ未満の樹木の本数

注） 樹木の高さは、植栽時の高さです。



各緑化施設区分の面積計算方法

シバ等で表面が覆われている部分の水平投影面積

注）駐車場緑化は、芝生保護材を含めて面積を算出して差し支えありません。

注）他の緑化施設の水平投影面積との重複不可

芝、駐車場緑化、その他の地被植物２

３ 花壇、その他これに類するもの

草花等が生育するための植栽基盤（注）で、表面が覆われている部分の

水平投影面積

注）他の緑化施設の水平投影面積との重複不可

注）植栽基盤とは、樹木が生育するための「土壌その他の資材」をいいます。

○挿絵は「緑化地域制度導入の手引き（平成30年4月）」、「緑化計画届出制度の手引き（埼玉県）」から引用

※駐車場緑化面積 ＝ A × B

● 芝その他の地被植物による緑化 ● 駐車場緑化



各緑化施設区分の面積計算方法

建築物の外壁に整備された緑化施設の鉛直投影面積

（水平面に対して垂直な面に投影した面積）

注）草花その他これらに類する植物又は芝その他の地被植物等が生育するために必要な資材

（補助資材、植栽基盤等）で覆われている部分、又は植物で覆われている部分のどちらか

大きな面積を緑化施設の面積とすることができます。

注）補助資材、植栽基盤等で覆われている部分の面積を緑化施設の面積とする場合は、それらの

資材から突出している植物の面積を含めないでください。

注）補助資材の設置範囲は、対象となる植物の生育が通常見込まれる範囲としてください。

注）補助資材、植栽基盤等が外壁部分に設置されない場合は、植物で覆われている部分の鉛直

投影面積を緑化施設の面積として算定してください。

壁面緑化４

○挿絵は「緑化地域制度導入の手引き（平成30年4月）」から引用

・壁面緑化面積＝壁の正面から見た際の赤枠で囲われた

部分の面積（壁面に対する鉛直投影面積）



各緑化施設区分の面積計算方法

樹木や植栽等と一体となって自然的

環境を形成している部分の水平投影

面積

注）他の緑化施設の水平投影面積との重複不可

○挿絵は「緑化地域制度導入の手引き（平成30年4月）」から引用

水流、池、その他これらに
類するもの

５ 緑化施設に附属して設けられる
園路、土留、その他の施設

６

緑化施設として設けた園路などの
水平投影面積

注）【算入できる面積】の上限があります。

【算入できる面積】

前記した緑化施設①、②、③、⑤を合計した

面積の４分の１を超えない範囲

注）他の緑化施設の水平投影面積との重複不可

これまでにご案内した緑化施設（④壁面緑化を除く。）を建築物その他工作物

の屋上などに設けた場合も緑化施設として算出できます。

なお、算出の方法は、各施設の算出方法を参照してください。

● 屋上緑化等（建築物その他の工作物の緑化）について

〇写真は「戸田市立児童センター こどもの国」
「平成３０年度版みどりのススメ（埼玉県環境部みどり自然課発行）」より

屋上緑化事例



参考資料

草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例

平成３１年３月１９日
条例第 １５ 号

（目的）

第１条 この条例は、都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第３９条第１項の規定に基づき、地区計

画の区域内の建築物の緑化率の最低限度を定めることにより、周辺環境と調和した緑豊かで良好な都

市環境を形成することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例における用語の意義は、都市緑地法、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）及び

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）の定めるところによる。

（適用区域）

第３条 この条例は、都市計画法第２０条第１項の規定により告示された草加柿木産業団地地区地区計

画区域のうち、地区整備計画が定められた区域に適用する。

（建築物の緑化率の最低限度）

第４条 前条に規定する区域内において、敷地面積が３，０００平方メートル以上の建築物の新築又は

増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を１０分の２．５以上としなければならない。当該新

築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。

（緑化率の最低限度の特例）

第５条 前条の規定は、増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が前条の規定の適用の日にお

ける当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えないものについては、適用しない。

（違反建築物に対する措置）

第６条 市長は、第４条の規定に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは

増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置を

とるべき旨を命ずることができる。

２ 国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市長は、

国又は地方公共団体の建築物が第４条の規定に違反している事実があると認めるときは、その旨を当

該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。

（報告及び立入検査）

第７条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、建築物の新築

若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しく

は緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくは

それらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、

これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

（緑化施設の管理）

第８条 建築物の維持保全をする者は、その責務において、この条例の規定により設けられた緑化施設

が良好に維持されるよう、適切に管理しなければならない。

（次ページに続く）

草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例



草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例（続き）

（建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の交付）

第９条 建築基準法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による確認済証の交付を受けようとする

者又は緑化施設を変更しようとする者は、その計画が第４条又は第５条の規定に適合していることを

証する書面の交付を受けなければならない。

（緑化施設等の工事の完了の届出等）

第１０条 第４条の規定の対象となる建築物の新築若しくは増築をしようとする者又は第５条に規定す

る範囲内であることが確認された建築物の増築をしようとする者は、緑化施設等の工事が完了した日

から４日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、災害その他

のやむを得ない理由により届出をすることが著しく困難であるときは、この限りでない。

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、第４条又は第５条の規定への適合の確認のために

必要な限度において、その職員に建築物若しくはその敷地又はそれらの工事現場に立ち入り、建築物、

緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。

３ 第７条第２項及び第３項の規定は、前項の検査を行う場合について準用する。

（委任）

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

（罰則）

第１２条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。

⑴ 第６条第１項の規定による命令に違反した者

⑵ 第７条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

⑶ 第７条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

（両罰規定）

第１３条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同

条の罰金刑を科する。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例の一部改正）

２ 草加市開発事業等の手続及び基準等に関する条例（平成１７年条例第８号）の一部を次のように改

正する。

第１５条ただし書中「又は建基法第１８条第２４項第１号」を「若しくは建基法第１８条第２４項

第１号」に改め、「認められるとき」の次に「又は都市緑地法（昭和４８年法律第７２号）第４３条

第１項に基づく認定を受けている者に該当するとき（緑化施設が雨水流出抑制施設又は駐車場を兼ね

ている場合を除く。）」を加える。

別表第４公園等の整備の項３の表０．３ヘクタール以上の項中「ならない」の次に「。ただし、草加

市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例（平成３１年条例第１５号）第３条

に規定する区域内においては、同条例に基づく緑化を行わなければならないものとする」を加える。

草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例参考資料



草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則

平成３１年３月１９日
規則第 ３ － ３ 号

（趣旨）

第１条 この規則は、草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例（平成３

１年条例第１５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

（建築物の緑化率の最低限度に関する証明書の申請）

第３条 都市緑地法施行規則（昭和４９年建設省令第１号。以下「省令」という。）第２９条及び条例

第９条の規定により、計画が条例第４条の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようと

する者は、緑化率適合証明申請書（第１号様式）正副各１通にそれぞれ別表第１に掲げる図書を添え

て、市長に提出しなければならない。ただし、緑化施設の算定に係る面積が変わらない樹木の変更等

軽微な変更については、当該申請を要しないものとする。

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、省令第９条に基づき算定した緑化施設の面積により建築物

の緑化率の確認を行い、条例第４条の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明書（第２

号様式）に当該緑化率適合証明申請書の副本及び添付図書を添えて当該申請者に交付するものとする。

（緑化率の最低限度の特例に関する書面の申請）

第４条 条例第９条の規定により、計画が条例第５条の規定に適合していることを証する書面の交付を

受けようとする者は、緑化率の適用除外に関する確認申請書（第３号様式）正副各１通にそれぞれ別

表第１に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請について条例第５条の規定に適合していることを確認したときは、

緑化率の適用除外に関する確認通知書（第４号様式）に当該緑化率の適用除外に関する確認申請書の

副本及び添付図書を添えて、当該申請者に交付するものとする。

（緑化施設の工事の認定の手続等）

第５条 省令１０条の規定により市長に提出する申請書及び添付図書の部数は、正副各１通とする。

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、認定の適否を決定し、緑化施設工事完了延期認定通知書

（第５号様式）又は緑化施設工事完了延期不認定通知書（第６号様式）に当該申請書の副本及び添付

図書を添えて、当該申請者に通知するものとする。

（認定申請書等の取下げの届出）

第６条 第３条第１項若しくは第４条第１項の規定による申請又は省令第１０条の規定による申請を取

り下げようとする者は、申請取下げ届（第７号様式）により市長に届け出なければならない。

（工事の取りやめの届出）

第７条 第３条第２項若しくは第４条第２項の規定による書面の交付又は第５条第２項の認定を受けた

者が、当該工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届（第８号様式）に、当該緑化率適合証

明書、緑化率の適用除外に関する確認通知書又は緑化施設工事完了延期認定通知書を添えて、市長に

届け出なければならない。

（次ページに続く）
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草加市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例施行規則（続き）

（建築主の変更の届出）

第８条 第３条第２項の規定による証明、第４条第２項の規定による確認又は第５条第２項の認定を受

けた建築物で、当該工事の完了前に建築主を変更しようとする者は、建築主変更届（第９号様式）に、

当該緑化率適合証明書、緑化率の適用除外に関する確認通知書又は緑化施設工事完了延期認定通知書

を添えて、市長に届け出なければならない。

（緑化施設等の工事の完了の届出）

第９条 第３条第２項若しくは第４条第２項の規定による書面の交付又は第５条第２項の認定を受けた

者は、緑化施設等の工事が完了した日から４日以内に緑化施設等工事完了届（第１０号様式）に、別

表第１に掲げる図書及び緑化施設等の整備状況を示した写真を添えて市長に届け出なければならない。

（工事の検査）

第１０条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該緑化施設等の工事の条例第４条又は第

５条の規定への適合について検査するものとする。

（改善命令等）

第１１条 条例第６条第１項の規定による違反を是正するために必要な改善措置の命令（次項において

「緑化施設改善命令」という。）は、緑化施設改善命令書（第１１号様式）により行うものとする。

２ 市長は、緑化施設改善命令を行ったときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者

に対し、条例第７条第１項の規定に基づき、緑化施設改善命令により必要な措置を行った内容を緑化

施設改善報告書（第１２号様式）により報告させ、又は必要に応じて検査するものとする。

（身分証明書）

第１２条 条例第７条第２項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書（第１３号様式）によるものと

する。

（委任）

第１３条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

別表第１（第３条、第４条及び第９条関係）

※ 様式の掲載を省略しております。草加市ＨＰでご確認いただきますようお願いいたします。

（関連ＨＰ）

https://www1.g-reiki.net/soka/reiki_honbun/e322RG00001997.html
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図書に明示しなければならない事項図書の種類

方位、道路及び目標となる地物付近見取図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、緑化施設
の配置及び種別並びに緑化施設の面積

配置図

縮尺、方位、屋上等の緑化施設の配置及び種別並びに緑化施設の面積平面図

縮尺、壁面緑化等を行う場合の緑化施設の位置及び種別並びに緑化施
設の面積

立面図

求積図及び面積算出表
緑化施設の面積の算出根拠
を示す図面



草 加 市 役 所 担 当 部 課 一覧 （ １／ ２ ）参考資料

○ 本資料は、草加市開発指導課作成資料から引用しております。
上表の内容に関するお問い合わせは、草加市開発指導課（上表１行目）にお願いします。



草 加 市 役 所 担 当 部 課 一覧 （ １／ ２ ）参考資料

○ 本資料は、草加市開発審査課資料から引用しております。
上表の内容に関するお問い合わせは、草加市開発審査課（上表１行目）にお願いします。



草 加 市 役所 庁 舎 案 内図 （ 抜粋 ）参考資料

※みどり公園課は本庁舎5階にございます。

※水道庁舎は草加市氷川町2118-5にございます。



・令和元年９月初版発行
・令和８年５月更新

みどりと水辺を身近に体感できる快適都市

草加市都市整備部みどり公園課（本庁舎５階）

〒340-8550 草加市高砂１－1－1

電話：048-922-1994（直通）

FAX：048-922-314８

（草加市HP記載箇所）

トップページ＞暮らし・手続き＞くらし・住宅・公園＞公園＞お知らせ

＞草加柿木産業団地地区に適用される緑化率条例および施行規則を制定しました


